
書
評
・
図
書
紹
介

ト
ム
・
Ｌ
・
ビ
ー
チ
ャ
ム

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
Ｆ
・
チ
ル
ド
レ
ス

著

立
木
教
夫

足
立
智
孝

監
訳

『
生
命
医
学
倫
理
』（
第
五
版
）

丸

山

マ

サ

美

本
書
は
、T

o
m
 
L
.
B
ea
u
ch
a
m
p a
n
d Ja

m
es F

.
C
h
ild
ress

（
以
下
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
と
略
す
）,P

rin
ciples

 
of

 
B
iom

ed
ical E

th
ics,

F
ifth E

d
itio

n
N
ew
 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd

 
U
n
iv
ersity P

ress,
2001

）
の
日
本
語
版
で
あ
る
。「
医
療
」
と

「
社
会
」
の
道
徳
的
原
理
に
つ
い
て
、
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
、
詳

細
に
解
説
し
た
優
れ
た
専
門
書
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
、
第
一
章
で
は
、
生
命
医
学
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
倫

理
問
題
を
「
倫
理
学
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
「
道
徳
と
共
通
道

徳
」「
専
門
職
道
徳
」「
専
門
職
行
為
に
対
す
る
社
会
的
監
視
」

「
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
」「
道
徳
原
理
の
枠
組
み
」「
道
徳
規
範
の

暫
定
的
性
質
」「
原
理
と
規
則
を
特
定
化
す
る
こ
と
（S

p
ecify

-

in
g P

rin
cip
les a

n
d R

u
les

）」「
特
定
化
の
性
質
と
価
値
」「
特

定
化
と
い
う
手
法
の
限
界
」「
原
理
と
規
則
の
バ
ラ
ン
ス
化

（B
a
la
n
cin
g
 
P
rin
cip
les a

n
d
 
R
u
les

）」
の
視
点
か
ら
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。

第
一
章
「
結
論
」
に
お
い
て
、
哲
学
者
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
倫
理
学

者
チ
ル
ド
レ
ス
が
、『
四
つ
の
基
本
的
原
理
群
（
自
律
の
尊
重
、

無
危
害
、
仁
恵
、
正
義
）』
ア
プ
ロ
ー
チ
、『
プ
リ
ン
シ
プ
リ
ズ

ム
』
と
次
第
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
立
場
と
経
緯
に
つ
い
て

解
説
を
加
え
て
い
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
共
通
道

徳
の
出
発
点
で
あ
り
、
医
療
の
伝
統
と
も
言
え
る
四
つ
の
基
本
的

原
理
群
に
つ
い
て
紹
介
し
、
ま
た
事
例
に
条
件
設
定
を
付
加
、
事

例
の
特
定
化
（sp

ecifica
tio
n

）、
バ
ラ
ン
ス
化
（b

a
la
n
cin
g

）

さ
せ
る
事
で
、
各
事
例
に
お
け
る
諸
原
理
を
検
討
し
な
が
ら
倫
理

問
題
を
分
析
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
生
命
医
学
倫
理
の
問
題
を
「
道
徳
的
人
格
」
の

問
題
に
踏
み
込
み
、「
道
徳
的
徳
」「
専
門
職
的
役
割
に
お
け
る

徳
」「
五
つ
の
焦
点
的
な
徳
」「
道
徳
的
徳
と
道
徳
原
理
の
関
係
」

「
道
徳
的
理
想
」「
道
徳
的
卓
越
性
」
の
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
議

論
し
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
、
第
三
章
か
ら
第
六
章
に
か
け
て
は
、
第
三
章
「
自
律

の
尊
重
」・
第
四
章
「
無
危
害
」・
第
五
章
「
仁
恵
」・
第
六
章

「
正
義
」
に
つ
い
て
、
著
者
達
が
選
択
し
た
生
命
医
学
倫
理
の
基

礎
と
し
て
の
四
つ
の
『
倫
理
原
理
』
を
緻
密
に
解
説
し
て
い
る
。

医
療
倫
理
の
歴
史
で
、「
無
危
害
」
原
理
と
「
仁
恵
」
原
理
は
、

中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
伝
統
的
医
療
倫
理
で
は
あ
ま
り



重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
自
律
の
尊
重
」
原
理
と
「
正
義
」
原

理
は
、
近
年
、
医
療
現
場
に
お
け
る
倫
理
的
課
題
に
お
い
て
、
焦

点
化
さ
れ
、
医
療
倫
理
を
発
展
さ
せ
て
き
て
い
る
。

一
九
七
九
年
『
ベ
ル
モ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
（
研
究
に
お
け
る
ヒ

ト
被
験
者
の
保
護
に
関
す
る
倫
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）』
は
、
米
国

の
生
命
医
学
・
行
動
研
究
に
お
け
る
被
験
者
保
護
の
た
め
の
国
家

委
員
会
（T

h
e N

a
tio
n
a
l C
o
m
m
issio

n fo
r th

e P
ro
tectio

n
 

o
f H

u
m
a
n
 
S
u
b
jects

 
o
f B

io
m
ed
ica
l a

n
d
 
B
eh
a
v
io
ra
l

 
R
esea

rch

）
が
提
出
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で

は
、「
人
格
の
尊
重
（R

e
sp
e
c
t
 
fo
r
 
P
e
rso

n

）
」
、
「
仁
恵

（b
en
eficen

ce

）」、「
正
義
（Ju

stice
）」
の
三
つ
を
基
本
原
理

と
す
る
。
こ
の
三
原
理
に
よ
っ
て
、
各
々
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ

ン
セ
ン
ト
、
リ
ス
ク
╱
便
益
の
評
価
、
被
験
者
の
選
択
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ビ
ー
チ
ャ
ム

は
、
本
委
員
会
の
専
任
調
査
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
作
成

に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
ベ
ル
モ
ン
ト
レ
ポ
ー
ト
は
、
米
国

政
府
の
文
書
と
し
て
初
め
て
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に

関
し
て
哲
学
的
な
立
場
を
明
示
し
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
医
療
倫
理
の
歴
史
か
ら
見
て
も
、
伝
統
的
倫
理
原
則
か
ら
、

医
療
現
場
に
お
け
る
哲
学
的
な
立
場
と
そ
の
諸
原
理
の
解
釈
を
整

理
す
る
事
が
必
要
と
な
る
。

本
書
に
お
い
て
も
、
一
八
〇
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
医
師
ト
マ

ス
・
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
（T

h
o
m
a
s P

erciv
a
l

）
は
、
伝
統
的
な
事

態
を
説
明
す
る
た
め
に
著
書
『
医
療
倫
理
（M

ed
ica
l E
th
ics

）』

を
出
版
し
た
。
こ
の
著
書
は
、
一
八
四
七
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初

の
『
ア
メ
リ
カ
医
師
会
倫
理
綱
領
』
の
原
型
と
な
る
。
こ
の
書
籍

に
お
い
て
も
、「
無
危
害
」
原
理
と
「
仁
恵
」
原
理
は
、
医
師
の

第
一
義
務
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
深
刻
な
衝
突
場
面
で
は
、

「
患
者
の
選
好
」
や
「
意
思
決
定
権
」
よ
り
も
「
無
危
害
」
原
理

と
「
仁
恵
」
原
理
が
優
先
す
る
と
解
説
す
る
。

第
Ⅰ
部

第
一
章

道
徳
規
範
（M

O
R
A
L N

O
R
M
S

）」

道
徳
規
範
は
、「
基
本
的
な
倫
理
学
」「
道
徳
と
共
通
道
徳
」

「
専
門
職
道
徳
」「
専
門
職
行
為
に
対
す
る
社
会
的
監
視
」
に
つ
い

て
、
そ
の
基
本
を
順
次
紹
介
し
て
い
る
。

一

倫
理
と
道
徳

１

倫
理
学

倫
理
」
は
、
道
徳
生
活
を
理
解
し
、
吟
味
す
る
多
様
な
方
法

に
関
す
る
包
括
的
用
語
で
あ
り
、（
１
）「
規
範
倫
理
学
」、（
２
）

「
非
規
範
倫
理
学
」
に
分
け
ら
れ
る
。
一
般
的
道
徳
規
範
と
は
、

「
行
為
の
手
引
き
と
評
価
に
関
し
て
、
ど
の
一
般
的
道
徳
規
範
を

承
認
す
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
」
を
検
討
す
る
。

そ
れ
に
比
し
て
、
実
践
倫
理
学
（
し
ば
し
ば
応
用
倫
理
学
）
は
、

一
般
的
な
規
範
や
理
論
を
特
定
の
問
題
や
文
脈
に
適
用
し
よ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。
実
践
的
と
い
う
言
葉
は
、
専
門
職
、
制
度
、

モラロジー研究 No.67,2011



公
共
政
策
に
お
け
る
道
徳
問
題
、
実
行
、
政
策
を
吟
味
す
る
た
め

に
、
理
論
、
議
論
、
分
析
を
利
用
す
る
事
を
意
味
す
る
。
特
に
、

（
２
）「
非
規
範
倫
理
学
」
に
は
、
第
一
の
「
記
述
倫
理
学
」
と
第

二
の
「
メ
タ
倫
理
学
」
に
分
類
さ
れ
、
例
え
ば
、
権
利
、
義
務
、

徳
、
正
当
化
、
道
徳
、
責
任
等
の
倫
理
用
語
の
意
味
に
的
を
し
ぼ

る
。
記
述
倫
理
学
と
メ
タ
倫
理
学
は
、
非
規
範
的
と
し
て
、
一
つ

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
目
的
は
、
事
例
を
あ
げ
て
、
事
実
的
も

し
く
は
概
念
的
に
、
ど
う
で
あ
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
倫
理
的
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
確
定
す
る
事
で
は
な
い
。

２

道
徳
と
共
通
道
徳

道
徳
は
、
人
間
行
為
の
正
誤
に
関
す
る
規
範
で
あ
る
。
道
徳

は
、
一
個
の
社
会
制
度
と
し
て
、「
道
徳
的
な
原
理
」、「
規
則
」、

「
徳
」
な
ど
を
含
む
、
多
く
の
行
為
基
準
を
包
含
し
て
い
る
。
す

べ
て
の
道
徳
的
に
真
剣
な
人
た
ち
が
、
共
有
し
て
い
る
「
規
範
の

集
合
」
を
共
通
道
徳
と
呼
ぶ
。
道
徳
は
、
共
通
道
徳
以
上
の
も
の

か
ら
な
っ
て
お
り
、
道
徳
的
義
務
や
道
徳
的
徳
も
同
様
に
共
通
道

徳
の
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
。
道
徳
は
、
個
人
や
集
団
が
自

主
的
に
受
け
入
れ
る
道
徳
的
理
想
、
特
定
の
道
徳
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
を
拘
束
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
、
並
は

ず
れ
た
徳
を
も
っ
て
い
る
。「
共
通
道
徳
」
と
は
、
す
べ
て
の
道

徳
的
に
真
剣
な
人
た
ち
が
、
共
有
し
て
い
る
規
範
の
集
合
と
す
る

中
で
、「
道
徳
」
は
、
個
人
や
集
団
が
自
主
的
に
受
け
容
れ
る

「
道
徳
的
理
想
」、
特
定
の
道
徳
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
だ

け
を
拘
束
す
る
「
道
徳
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
」、「
並
は
ず
れ

た
徳
」
等
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
共
通
道
徳

は
、
す
べ
て
の
道
徳
に
真
剣
な
人
々
が
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
受

け
入
れ
た
規
範
の
み
を
含
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
普
遍
的
意
味
で

の
「
道
徳
」
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
「
道

徳
」
の
間
の
区
分
で
あ
り
、
第
二
は
、
道
徳
的
確
信
に
お
い
て
何

が
普
遍
的
で
あ
る
の
か
に
関
す
る
非
規
範
的
（
経
験
的
）
主
張
と

道
徳
的
確
信
に
お
い
て
何
が
普
遍
的
で
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
規

範
的
主
張
の
間
の
区
別
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、（
１
）
普

遍
道
徳
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
限
定
の
道
徳
、（
２
）
規
範
的
主
張
と

非
規
範
的
主
張
、（
３
）
規
範
は
絶
対
か
、（
４
）
道
徳
と
倫
理
学

理
論
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

特
に
、
道
徳
規
範
の
特
徴
に
つ
い
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド

レ
ス
は
、
原
理
や
義
務
や
権
利
が
、
普
遍
的
だ
か
ら
と
い
っ
た

「
絶
対
」
と
か
「
無
条
件
的
」
と
言
わ
ず
、「
特
定
化
」「
バ
ラ
ン

ス
化
」、「
暫
定
的
規
範
（p

rim
a
 
fa
cie n

o
rm
s

）」
と
最
終
章

（
第
九
章
）
に
お
い
て
、「
５

共
通
道
徳
理
論
の
問
題
」
と
し

て
、
共
通
道
徳
に
お
け
る
「
特
定
化
」「
首
尾
一
貫
性
（C

o
h
er-

en
ce

）」
と
結
論
づ
け
る
。
第
九
章
「
方
法
お
よ
び
道
徳
的
正
当

化
」
は
、
初
学
者
に
し
て
み
る
と
、
極
め
て
難
解
で
あ
り
、
複
雑

な
意
味
合
い
を
持
つ
章
と
な
る
が
、
臨
床
倫
理
に
お
け
る
事
例
を

解
明
す
る
上
で
、
重
要
な
内
容
と
な
る
。

３

専
門
職
道
徳



共
通
道
徳
が
道
徳
的
に
真
剣
な
す
べ
て
の
人
び
と
に
よ
っ
て
受

け
容
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
半
の
専
門
職
道
徳
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
専
門
職
に
従
事
し
、
自
分
た
ち
の
道
徳
的
責
任
に

対
し
て
真
剣
な
専
門
家
に
よ
っ
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
行
為
基

準
で
あ
る
。

専
門
職
集
団
は
、
医
療
倫
理
、
看
護
倫
理
綱
領
、
研
究
倫
理
の

綱
領
、
ま
た
公
共
委
員
会
の
報
告
書
を
通
し
て
、
専
門
職
道
徳
を

綱
領
化
す
る
公
式
の
指
示
や
試
み
が
増
え
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
社
会
学
者
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
（T

a
lco
tt
 
P
a
r-

so
n
s

）
に
よ
る
「
専
門
職
」
の
定
義
に
基
づ
き
、
ま
た
、
専
門
職

倫
理
の
文
脈
を
理
解
す
る
た
め
に
、
専
門
職
に
対
す
る
よ
り
限
定

さ
れ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
特
殊
な
訓
練
を
受
け
た
と
い
う
こ
と

と
、
顧
客
や
消
費
者
に
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
集
団
で
あ

る
。ヘ

ル
ス
ケ
ア
専
門
職
で
は
、
典
型
的
に
、
メ
ン
バ
ー
の
義
務
を

「
特
定
化
」
し
、
そ
れ
を
強
制
的
に
守
ら
せ
る
。
こ
う
す
る
事
で
、

ヘ
ル
ス
ケ
ア
専
門
家
と
関
係
を
も
つ
人
た
ち
に
専
門
家
が
有
能
で

あ
り
、
信
頼
で
き
る
と
わ
か
る
よ
う
保
証
す
る
。
不
妊
手
術
や
人

工
妊
娠
中
絶
は
、
道
徳
的
に
は
間
違
っ
て
い
る
が
、
法
律
で
は
そ

れ
を
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
と
か
、
自
分
で
そ
の
費
用
を
支
払
う

事
の
で
き
な
い
人
達
に
対
す
る
公
的
資
金
提
供
の
禁
止
あ
る
い

は
、
拒
否
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
議
論
を
矛
盾
な
く
展
開
で
き

る
。
同
様
に
、
あ
る
行
為
が
道
徳
的
に
受
容
可
能
だ
と
判
断
さ
れ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
行
為
を
法
律
が
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
事
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い
事
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
同
様
に
あ
る
行
為
、
例
え
ば
、
も
し
患
者
が
制
御
不
可
能

な
痛
み
や
苦
し
み
に
直
面
し
て
い
る
な
ら
、
自
発
的
積
極
的
安
楽

死
は
、
道
徳
的
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
議
論
と
、
も
し
積
極
的

安
楽
死
が
合
法
化
さ
れ
た
な
ら
、
制
御
不
可
能
と
な
る
か
ら
、
政

府
は
積
極
的
安
楽
死
を
法
律
で
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論

と
は
矛
盾
し
な
い
。
道
徳
規
範
と
政
策
、
も
し
く
は
法
律
に
関
す

る
判
断
と
の
結
び
つ
き
は
複
雑
だ
と
い
う
事
で
あ
り
、
行
為
の
道

徳
性
に
関
す
る
判
断
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
法
律
や
政
策
に
関
す

る
判
断
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
と
解
説
し
て
い
る
。

総
括
に
お
い
て
も
、
法
律
の
象
徴
的
価
値
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
そ

れ
を
実
施
し
た
時
の
費
用
、
競
合
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
と
い

っ
た
要
因
を
よ
く
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。

４

専
門
職
行
為
に
対
す
る
社
会
的
監
視

公
共
政
策
」
と
い
う
語
は
、
特
定
の
行
為
領
域
を
管
理
す
る

た
め
に
政
府
機
関
や
立
法
機
関
が
承
認
し
た
規
範
的
で
強
制
力
を

も
っ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
集
合
体
で
あ
る
と
使
用
さ
れ
る
。
会

社
、
病
院
、
貿
易
企
業
グ
ル
ー
プ
、
専
門
学
会
等
の
政
策
が
公
共

政
策
に
深
い
影
響
を
与
え
る
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
政
策
は
、

公
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
私
的
で
あ
る
。
政
策
形
成
や
政
策
批

判
は
、
倫
理
的
原
理
や
倫
理
的
規
則
だ
け
で
扱
え
る
も
の
よ
り

も
、
も
っ
と
複
雑
な
判
断
形
態
を
含
ん
で
い
る
。
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公
共
政
策
を
形
成
、
あ
る
い
は
批
判
す
る
た
め
に
道
徳
原
理
や

道
徳
規
則
を
使
う
時
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
行
為
が
道
徳
的
に
正
し

い
（
あ
る
い
は
、
間
違
っ
て
い
る
）
と
い
う
判
断
か
ら
、
そ
れ
に

対
応
す
る
法
律
、
あ
る
い
は
政
策
が
道
徳
的
に
正
し
い
（
あ
る
い

は
、
間
違
っ
て
い
る
）
と
い
う
判
断
へ
、
確
信
を
も
っ
て
移
行
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

道
徳
的
規
範
」、「
専
門
職
の
行
為
」、「
社
会
」
の
関
係
を
結

論
づ
け
る
。

二

道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ

デ
ィ
レ
ン
マ
と
は
、『
二
者
択
一
』、『
板
挟
み
』
の
よ
う
に
、

簡
単
に
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
と
い
う
事
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

を
選
択
し
て
も
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
状
況
で
用
い
ら
れ
る
事
が

多
い
。
相
衝
突
す
る
道
徳
原
理
や
原
則
は
、
道
徳
的
基
盤
と
自
己

利
益
の
よ
う
に
複
数
の
行
為
の
中
か
ら
、
何
を
優
先
す
べ
き
か
、

ま
た
、
そ
の
判
断
基
準
（
価
値
）
は
何
か
…
…
と
い
っ
た
事
実
の

『
本
質
』
あ
る
い
は
、『
真
意
』
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

い
を
発
す
る
事
と
な
り
、
極
め
て
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。

正
し
い
（rig
h
t

）」、「
誤
り
（w

ro
n
g

）」
と
い
っ
た
法
的
判

断
の
み
な
ら

ず
、
「
良

い
（g

o
o
d

）
」
、
「
良

く

な

い
（n

o
t

 
g
o
o
d

）」
と
い
っ
た
倫
理
的
判
断
を
含
む
事
が
、
決
し
て
少
な
く

な
い
こ
と
か
ら
、
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
判

断
根
拠
や
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
多
い
。

こ
こ
で
は
、
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
（
法
的
デ
ィ
レ
ン
マ
）
と

は
、
道
徳
的
義
務
が
、
行
為
者
に
対
し
、
二
つ
の
選
択
肢
の
中
か

ら
一
つ
の
行
為
を
採
用
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
（
よ
う
に
思
わ

れ
る
）
時
に
生
じ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う

に
、（
一
）
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
あ
る
根
拠
も
し
く
は
議
論
は

そ
れ
が
道
徳
的
に
正
し
い
事
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
別
の
あ
る
根

拠
も
し
く
は
議
論
は
そ
れ
が
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
事
を
示
し

て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
側
の
根
拠
も
し
く
は
議
論
は
、
そ
れ
が
道

徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
側
の
根

拠
も
し
く
は
議
論
の
強
さ
も
決
定
的
で
は
な
い
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
人
工
妊
娠
中
絶
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
根
拠
を
捉
え
よ

う
と
す
る
女
性
に
、
非
常
に
困
難
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
生
じ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
（
二
）
行
為
者
が
、
道
徳
的
基
盤
に
立
っ

て
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
二
つ
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
行
為

を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
想
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
相
衝
突
す
る
道
徳
原
理
や
原
則
は
、
大
衆
文
学
や
小
説
や
映

画
等
で
良
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
劇
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を

生
み
出
す
。
道
徳
的
要
請
と
自
己
利
益
の
衝
突
は
、
道
徳
的
デ
ィ

レ
ン
マ
と
い
う
よ
り
も
実
際
的
デ
ィ
レ
ン
マ
を
生
じ
る
事
が
あ

る
。
デ
ィ
レ
ン
マ
の
状
況
で
は
、
道
徳
的
に
最
善
の
行
為
で
あ
っ

て
も
、
道
徳
的
侵
害
の
痕
跡
を
残
す
か
も
し
れ
な
い
事
を
述
べ
て

い
る
。

三

道
徳
原
理
の
枠
組
み

１

基
本
原
理



道
徳
的
説
明
に
お
け
る
原
理
の
集
合
体
は
、
分
析
の
枠
組
み
と

し
て
機
能
す
る
。

２

規
則

著
者
の
枠
組
み
は
、
い
く
つ
か
の
道
徳
規
範
、
例
え
ば
、
原

理
、
規
則
、
権
利
、
徳
、
道
徳
的
理
想
等
を
含
ん
で
お
り
、
最
も

一
般
的
か
つ
包
括
的
な
規
範
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
原
理
で
あ

る
が
、
こ
の
枠
組
み
の
中
で
は
「
規
則
」
や
「
権
利
」
や
「
徳
」

が
非
常
に
重
要
と
な
る
。「
規
則
」
と
「
原
理
」
と
は
、
ゆ
る
く

区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
行
為
を
導
く
た
め

の
一
般
的
規
範
で
あ
る
が
、
規
則
と
原
理
の
違
い
は
、
規
則
の
方

が
原
理
よ
り
も
、
内
容
に
お
い
て
特
定
的
で
あ
り
、
範
囲
に
お
い

て
よ
り
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

原
理
は
、
多
く
の
事
例
で
判
断
の
余
地
を
大
き
く
残
し
た
一
般

的
規
範
で
あ
る
。
著
者
は
、
原
理
を
特
定
化
す
る
い
く
つ
か
の
タ

イ
プ
の
規
則
を
弁
護
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
実
質
規
則
、
権
限
規

則
、
手
続
規
則
で
あ
る
。
以
下
、
四

道
徳
規
範
の
暫
定
的
性

質
、
五

原
理
と
規
則
を
特
定
化
す
る
こ
と
（
１

特
定
化
の
性

質
と
価
値
、
２

特
定
化
と
い
う
手
法
の
限
界
）、
六

原
理
と

規
則
の
バ
ラ
ン
ス
化
（
１

規
範
の
相
対
的
重
さ
、
２

バ
ラ
ン

ス
化
の
限
定
条
件
、
３

道
徳
的
多
様
性
と
道
徳
的
不
一
致
の
許

容
可
能
性
）
と
解
説
さ
れ
る
。

第
二
章

道
徳
的
人
格
（M

O
R
A
L C

H
A
R
A
C
T
E
R

）」

道
徳
的
人
格
」
に
つ
い
て
は
、「
徳
」
の
概
念
を
中
心
に
論
じ

て
い
る
が
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
原
理
と
徳
は
、
大

い
に
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
非
常
に
異
な
っ
た
教
え
ら
れ

方
を
し
て
い
る
と
い
う
見
方
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
徳
の
標
準

に
い
く
ら
か
の
「
秩
序
」
を
持
ち
込
む
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え

る
。「
秩
序
」
の
い
く
つ
か
の
形
式
は
、
道
徳
的
徳
と
道
徳
原
理

お
よ
び
道
徳
規
則
と
の
関
係
か
ら
直
接
的
に
導
出
さ
れ
る
が
、
そ

れ
に
加
え
て
、
医
療
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
研
究
の
目
標
と
構
造
そ
れ

自
体
が
、
生
命
医
学
倫
理
に
お
け
る
徳
に
何
ら
か
の
秩
序
を
与
え

て
い
る
事
とE

d
m
u
n
d
 
D
.
P
elleg

rin
o
 
a
n
d
 
D
a
v
id
 
C
.

T
h
o
m
a
sm
a
,
T
h
e
 
V
irtu

es
 
in
 
M
ed
ical

 
P
ractice

N
ew

 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1993

）
に
お
け
る
文
献
中

の
徳
目
の
一
覧
表
を
比
較
し
て
い
る
。

全
体
の
流
れ
は
、
一

道
徳
的
徳
（
１

徳
の
概
念
、
２

徳

の
特
別
な
地
位
）、
二

専
門
職
的
役
割
に
お
け
る
徳
（
１

役

割
と
実
践
に
お
け
る
徳
、
２

他
の
専
門
職
モ
デ
ル
に
お
け
る

徳
）、
三

五
つ
の
焦
点
的
な
徳
（
１

思
い
や
り
、
２

識
別

力
、
３

信
頼
に
値
す
る
こ
と
、
４

正
直
さ
、
５

良
心
的
な

こ
と
）、
四

道
徳
的
徳
と
道
徳
原
理
の
関
係
、
五

道
徳
的
理

想
（
１

義
務
か
ら
義
務
以
上
の
こ
と
を
す
る
こ
と
へ
の
連
続

性
）、
六

道
徳
的
卓
越
性
（
１

道
徳
的
卓
越
性
、
２

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
諸
理
想
、
３

例
外
的
な
道
徳
的
卓
越
性
｜
聖

人
、
英
雄
、
そ
の
他
、
４

生
体
臓
器
提
供
・
生
体
組
織
提
供
）

の
話
題
に
触
れ
、
原
理
、
規
則
、
義
務
、
権
利
を
超
え
て
進
ん
で
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き
た
結
論
と
し
て
、
徳
、
理
想
、
道
徳
的
卓
越
性
に
対
す
る
熱
望

は
、
道
徳
的
枠
組
み
を
支
え
る
。
理
想
は
、
義
務
と
権
利
を
超

え
、
多
く
の
徳
は
、
理
想
だ
け
で
な
く
原
理
や
規
則
に
一
致
し
て

行
為
す
る
気
持
ち
を
人
に
喚
起
す
る
と
し
て
、
締
め
く
く
っ
て
い

る
。第

Ⅱ
部

第
Ⅱ
部
に
お
い
て
は
、
特
定
の
四
原
理
と
諸
規
則
に
つ
い
て
解

説
し
て
い
る
。
総
括
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
章

自
律
の
尊
重
（R

E
S
P
E
C
T F

O
R
 
A
U
T
O
N
O
M
Y

）」

一

自
律
の
性
質
（
１

自
律
の
理
論
、
２

自
律
、
権
威
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
３

自
律
の
勝
利
か
失
敗
か
、
４

自
律
尊
重

原
理
、
５

自
律
尊
重
と
同
意
╱
拒
否
に
お
け
る
複
雑
さ
）、
二

自
律
的
な
選
択
の
能
力
（
１

有
能
判
断
の
門
番
的
機
能
、
２

有
能
の
概
念
、
３

有
能
の
基
準
、
４

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
ス
ケ

ー
ル
戦
略
）、
三

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
意
味
お
よ

び
正
当
化
（
１

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
要
件
の
正
当

化
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
意
味
と
要
素
）、
四

開

示
（
１

情
報
開
示
の
基
準
、
２

意
図
的
非
開
示
）、
五

理

解
（
１

理
解
の
性
質
、
２

情
報
処
理
の
問
題
、
３

非
受
容

と
誤
っ
た
信
念
の
問
題
、
４

権
利
放
棄
の
問
題
）、
六

自
発

性
（
１

影
響
力
の
形
態
、
２

統
御
的
影
響
力
の
行
使
を
慎
む

義
務
）、
七

代
理
意
思
決
定
の
た
め
の
基
準
の
枠
組
み
（
１

代
理
判
断
の
基
準
、
２

純
粋
な
自
律
基
準
、
最
高
利
益
基
準
）

と
展
開
さ
れ
て
い
る
。

最
終
の
結
論
に
お
い
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
ヘ

ル
ス
ケ
ア
や
研
究
に
お
け
る
自
律
と
意
思
決
定
の
間
の
密
接
な
関

係
、
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
同
意
と
拒
否
に
お
け
る
関
係
が
、

第
三
章
の
い
く
つ
か
の
節
を
一
本
化
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
自
律

尊
重
原
理
に
よ
っ
て
、
患
者
や
可
能
的
研
究
被
験
者
に
意
思
決
定

を
求
め
る
義
務
を
正
当
化
し
て
き
た
が
、
そ
の
原
理
が
正
確
に
要

求
す
る
と
こ
ろ
は
、
解
決
し
て
お
ら
ず
、
解
釈
と
特
定
化
に
対
し

て
開
か
れ
て
い
る
事
を
認
め
て
き
た
。
自
律
尊
重
を
暫
定
的
原
理

の
枠
組
み
の
中
の
一
つ
の
原
理
で
は
な
く
、
他
の
全
て
の
道
徳
原

理
に
優
先
す
る
一
つ
の
原
理
と
解
釈
す
る
事
は
、
そ
れ
に
過
大
な

重
み
を
与
え
る
事
に
な
る
と
主
張
し
て
き
た
。
人
間
の
道
徳
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
、
実
に
道
徳
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
に
続
く
三
つ
の
章

（
第
四
章
、
第
五
章
、
第
六
章
）
で
議
論
す
る
三
つ
の
原
理
群
の

中
に
、
同
様
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
締
め
く
く
る
。

第
四
章

無
危
害
（N

O
N
M
A
L
E
F
IC
E
N
C
E

）」

一

無
危
害
（
１

無
危
害
と
仁
恵
の
区
別
、
２

危
害
の
概

念
、
3

無
危
害
原
理
に
支
持
さ
れ
た
規
則
、
４

過
失
と
相
当

な
注
意
の
基
準
）、
二

無
治
療
を
管
理
す
る
区
別
と
規
則
（
１

治
療
を
差
し
控
え
る
こ
と
と
停
止
す
る
こ
と
、
２

通
常
の
治
療

対
通
常
以
上
の
治
療
、
３

生
命
維
持
技
術
対
医
療
処
置
、
４

意
図
さ
れ
た
結
果
対
単
に
予
見
さ
れ
た
結
果
）、
三

選
択
的
治



療
と
義
務
的
治
療
（
１

暫
定
的
治
療
義
務
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
条
件
、
２

生
命
の
質
の
判
断
に
値
す
る
中
心
事
項
）、
四

殺
す
こ
と
と
死
な
せ
る
こ
と
（
１

殺
す
こ
と
と
死
な
せ
る
こ
と

の
本
質
に
関
す
る
概
念
上
の
問
題
、
２

善
悪
を
殺
す
こ
と
と
死

な
せ
る
こ
と
に
結
び
つ
け
る
、
３

生
命
維
持
治
療
の
差
し
控

え
）、
五

意
図
的
に
取
り
決
め
ら
れ
た
死
の
正
当
化
（
１

行

為
、
実
践
、
お
よ
び
、
滑
斜
面
の
問
題
、
２

死
に
行
く
際
の
幇

助
に
対
す
る
適
切
な
要
請
、
３

正
当
化
さ
れ
な
い
医
師
自
殺
幇

助
、
４

正
当
化
さ
れ
た
医
師
自
殺
幇
助
）、
六

無
能
患
者
を

保
護
す
る
こ
と
（
１

事
前
指
示
、
２

事
前
指
示
な
し
の
代
理

決
定
）。

最
終
の
結
論
に
お
い
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
第

四
章
で
無
危
害
原
理
を
特
定
化
す
る
事
に
集
中
し
て
き
た
。
人
に

危
害
を
生
起
さ
せ
る
事
を
避
け
る
と
同
時
に
、
い
く
つ
か
の
種
類

や
水
準
の
危
害
か
ら
人
を
保
護
す
る
事
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
保

護
す
べ
き
だ
と
い
う
前
提
か
ら
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
な
ど
の
利
益
を
提

供
す
る
積
極
的
義
務
が
存
在
す
る
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
が
、

議
論
が
不
足
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い

な
ぜ
な
ら
、
他
人

に
危
害
を
与
え
る
事
を
回
避
す
る
義
務
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る

義
務
、
そ
し
て
、
他
人
を
公
正
に
扱
う
義
務
の
間
の
区
別
を
め
ぐ

る
概
念
的
か
つ
道
徳
的
な
不
明
確
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
章

仁
恵
、
第
六
章

正
義
の

テ
ー
マ
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

第
五
章

仁
恵
（B

E
N
E
F
IC
E
N
C
E

）」

一

仁
恵
の
概
念
、
二

義
務
的
仁
恵
と
理
想
的
仁
恵
（
１

仁
恵
規
則
と
無
危
害
規
則
の
区
別
、
２

一
般
的
仁
恵
、
３

特

定
の
仁
恵
と
、
救
助
の
義
務
、
４

特
定
的
仁
恵
、
役
割
義
務
、

そ
の
他
の
特
別
な
関
係
、
５

相
互
性
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
仁
恵

義
務
の
正
当
化
）、
三

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

仁
恵
と
自
律
の

衝
突
（
１

仁
恵
の
卓
越
性
に
関
す
る
論
争
、
２

パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
性
質
、
３

医
療
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
道
徳
問
題
、
４

弱
い
（
柔
ら
か
な
）
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
強
い
（
硬
い
）
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
、
５

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
と
反
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
、
６

正
当
化
さ
れ
た
強
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
７

自
殺

介
入
の
問
題
、
８

非
有
益
的
手
法
の
要
請
を
拒
否
す
る
こ
と
）、

四

利
益
、
費
用
、
危
険
の
比
較
考
量
（
１

費
用
、
危
険
、
利

益
の
性
質
、
２

費
用

効
果
分
析
と
費
用

便
益
分
析
、
３

危

険
査
定
、
４

薬
品
と
医
療
装
置
の
規
則
に
お
け
る
危
険

便
益

分
析
）、
五

生
命
の
価
値
と
質
（
１

生
命
を
評
価
す
る
、
２

質
調
整
生
存
年
の
評
価
、
３

質
調
整
生
存
年
の
倫
理
的
前
提
、

４

意
思
決
定
過
程

誰
が
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
、

５

分
配
的
正
義
の
制
約
）、
六

結
論
と
し
て
は
、
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
先
の
数
章
で
到
達
し
た
結
論
の
上
に
構
築

さ
れ
た
幾
つ
か
の
結
論
に
達
し
た
と
総
括
し
て
い
る
。
二
人
は
、

最
初
、
仁
恵
の
二
つ
の
原
理
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
両
方
を
、
危
害

を
引
き
起
こ
す
事
を
避
け
る
消
極
的
な
義
務
と
区
別
し
た
。
そ
し
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て
、
い
く
つ
か
の
状
況
下
で
弱
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行

動
と
強
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
の
両
方
を
正
当
化
す

る
、
あ
る
タ
イ
プ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
弁
護
し
た
。
し
か
し
、

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
専
門
職
実
践
に
お
い
て
強
い
パ

タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
許
容
し
て
い
る
政
策
あ
る
い
は
規
則
は
、
一
般

的
に
、
そ
れ
が
招
く
濫
用
の
危
険
性
を
超
え
る
価
値
が
あ
る
と
は

い
え
な
い
事
を
認
め
た
。
最
後
に
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス

は
、
形
式
的
分
析
技
法

費
用

効
果
分
析
、
費
用

便
益
分

析
、
危
険

便
益
分
析

は
、
功
利
原
理
を
履
行
す
る
上
で
、

道
徳
的
に
異
論
の
あ
る
方
法
だ
が
、
自
律
尊
重
原
理
や
正
義
原
理

が
こ
れ
ら
の
技
法
の
使
用
に
限
界
を
設
定
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

第
六
章

正
義
（JU

S
T
IC
E

）」

一

正
義
の
概
念
（
１

正
義
の
形
式
的
原
理
、
２

正
義
の

実
質
的
原
理
、
３

関
連
あ
る
特
性
）、
二

正
義
の
諸
理
論

（
１

功
利
主
義
理
論
、
２

リ
バ
タ
リ
ア
ン
理
論
、
３

コ
ミ

ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
理
論
、
４

平
等
主
義
理
論
）、
三

公
正
機
会

（
１

公
正
機
会
規
則
、
２

人
生
く
じ
の
負
の
効
果
を
和
ら
げ

る
、
３

性
別
や
人
種
に
基
づ
く
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
不
公
正
な
分

配
）、
四

必
要
最
小
限
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
受
け
る
権
利
（
１

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
対
す
る
権
利
を
支
持
す
る
議
論
、
２

ヘ
ル
ス
ケ

ア
に
対
す
る
権
利
の
範
囲
、
３

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
対
す
る
倫
理
の

喪
失
）、
五

ヘ
ル
ス
ケ
ア
資
源
の
配
分
（
１

包
括
的
社
会
予

算
の
分
割
、
２

健
康
予
算
内
で
の
配
分
、
３

ヘ
ル
ス
ケ
ア
予

算
内
で
の
配
分
、
４

患
者
へ
の
希
少
治
療
の
配
分
）、
六

配

給
と
優
先
順
位
の
設
定
（
１

心
臓
移
植
に
対
す
る
資
金
の
配

分
、
２

優
先
順
位
の
設
定
、
３

年
齢
に
基
づ
く
配
給
、
４

包
括
的
で
首
尾
一
貫
し
た
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
）、
七

患
者
に

対
す
る
希
少
医
療
処
置
の
配
分
。

第
六
章
「
正
義
」
の
中
で
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、

平
等
主
義
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
、
功
利
主
義

を
含
む
い
く
つ
か
の
哲
学
的
理
論
や
正
義
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
吟

味
し
て
き
た
。
正
義
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
単
一
の
議
論
も
、
あ

る
い
は
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
ど
の
よ
う
な
単
一
の
配
分
シ
ス
テ
ム

も
、
健
康
政
策
に
関
す
る
建
設
的
反
省
を
行
う
の
に
必
要
条
件
あ

る
い
は
、
十
分
条
件
を
満
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事

を
主
張
し
て
き
た
。
第
一
章
、
第
八
章
、
第
九
章
に
お
け
る
ビ
ー

チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
議
論
は
、
一
般
倫
理
学
の
利
用
に
お
け

る
い
く
つ
か
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
限
界

は
、
配
分
決
定
に
対
し
正
義
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
に
関
す
る

議
論
で
は
、
特
に
重
要
と
な
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。

影
響
力
を
も
っ
た
各
々
の
正
義
の
理
論
は
、
道
徳
生
活
に
関
す

る
妥
当
な
展
望
に
哲
学
的
再
構
築
を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
は
そ
の

道
徳
生
活
の
広
が
り
と
多
様
性
を
部
分
的
に
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。

道
徳
実
践
、
伝
統
、
そ
し
て
、
理
論
の
豊
か
さ
が
、
多
様
な
正

義
の
理
論
が
、
な
ぜ
、
最
近
の
哲
学
で
巧
み
に
弁
護
さ
れ
て
い
る



の
か
と
い
う
説
明
に
お
い
て
、
役
に
立
つ
。

こ
れ
ら
の
相
競
合
す
る
正
義
の
議
論
に
関
す
る
社
会
的
合
意
が

得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
は
、
公
共
政
策
は
、
今
は
あ
る
理
論
を

強
調
し
、
後
で
は
ま
た
別
の
理
論
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
そ
の
基
盤
が
容
易
に
変
化
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
公

正
な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の

一
般
的
な
観
点
は
、
功
利
主
義
と
平
等
主
義
の
両
方
の
基
準
を
組

み
込
ん
だ
配
分
枠
組
の
中
で
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
妥
当
最
小
限
に
対

す
る
強
制
可
能
な
権
利
を
社
会
が
認
め
る
事
で
あ
る
と
結
ん
で
い

る
。

第
七
章

専
門
家
｜
患
者
関
係
（P

R
O
F
E
S
S
IO
N
A
L

P
A
T
IE
N
T R

E
L
A
T
IO
N
S
H
IP
S
）」

こ
の
章
は
、
医
療
専
門
家
に
お
い
て
は
、
必
読
す
べ
き
章
で
あ

る
。一

真
実
を
語
る
こ
と
（
１

真
実
を
語
る
こ
と
の
義
務
、

２

悪
い
知
ら
せ
を
患
者
に
開
示
す
る
場
合
、
３

同
僚
や
患
者

に
影
響
す
る
悪
い
情
報
の
管
理
）、
二

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
（
１

法
律
お
よ
び
法
理
論
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
、
２

プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ
ー
の
概
念
、
３

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
正
当
化
、
４

公
共
政
策
の
た
め
に
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
規
則
）、
三

機
密
保

持
（
１

伝
統
的
規
則
と
現
代
的
慣
行
、
２

医
療
機
密
の
性

質
、
３

機
密
保
持
義
務
の
正
当
化
、
４

機
密
保
持
規
則
の
侵

害
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
）、
四

忠
実
（
１

忠
実
の
性
質
と

位
置
、
２

忠
実
の
衝
突
と
忠
誠
の
分
裂
、
３

利
害
の
衝
突
）、

五

医
師
と
研
究
者
の
二
重
の
役
割
（
１

臨
床
治
療
に
お
け
る

衝
突
、
２

臨
床
治
療
の
早
期
終
結
お
よ
び
離
脱
、
３

無
作
為

化
臨
床
治
療
を
正
当
化
す
る
条
件
）
と
い
っ
た
臨
床
治
療
に
お
け

る
衝
突
、
臨
床
治
療
の
早
期
終
結
お
よ
び
離
脱
、
無
作
為
化
臨
床

治
験
を
正
当
化
す
る
条
件
と
い
っ
た
点
に
触
れ
て
い
る
。
研
究
や

医
療
に
お
け
る
自
律
尊
重
、
無
危
害
、
仁
恵
、
そ
し
て
正
義
の
原

理
を
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
説
明
し
、
特
定
化
し
た
。
こ
れ
ら
諸
原

理
を
表
現
す
る
義
務
と
美
徳
、

真
実
を
語
る
事
等
お
よ
び
そ

れ
ら
の
衝
突
に
力
を
注
い
で
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
専
門

家
と
患
者
あ
る
い
は
、
専
門
家
と
被
験
者
の
文
脈
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
義
務
の
基
礎
、
意
味
、
限
界
、
厳
格
性
な
ど
を
検
討
し
て
い

る
。尚

、
巻
末
10
事
例
は
、
極
め
て
重
要
な
事
例
で
あ
る
。
例
え

ば
、
事
例
１
、
タ
ラ
ソ
フ
殺
人
事
件
に
つ
い
て
は
、「
専
門
家
｜

患
者
関
係
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
法
理
論
さ
え
も
が
交
錯
す
る
事

例
で
あ
る
。
基
本
原
理
の
理
解
と
共
に
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
優

先
順
位
の
ト
ッ
プ
は
何
か
。
最
優
先
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
専
門

家
の
視
点
に
お
い
て
、
考
究
し
議
論
す
る
力
が
必
要
と
な
る
。

第
Ⅲ
部

第
Ⅲ
部
は
、
道
徳
理
論
と
臨
床
倫
理
学
に
お
け
る
方
法
お
よ
び

道
徳
的
正
当
化
に
関
す
る
総
論
で
あ
る
。
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第
八
章

道
徳
理
論
（M

O
R
A
L T

H
E
O
R
IE
S

）」

＊
倫
理
学
理
論
を
評
価
す
る
た
め
の
理
想
的
基
準
と
合
わ
せ

て
、
道
徳
理
論
を
検
討
す
る
。

一

理
論
構
築
の
基
準
（
１

明
晰
性
、
２

首
尾
一
貫
性
、

３

完
全
性
と
包
括
性
、
４

簡
潔
性
、
５

説
明
力
、
６

正

当
化
力
、
７

産
出
力
、
８

実
行
可
能
性
）
基
礎
付
け
ら
れ
た

理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

生
命
医
学
倫
理
の
体
系
化
と
整
備
が
目
標
と
さ
れ
た
時
期
を
第

一
期
と
す
る
な
ら
、
す
で
に
米
国
の
生
命
医
学
倫
理
は
、
い
か
に

シ
ス
テ
ム
を
有
機
的
に
生
か
す
か
と
い
う
第
二
段
階
を
経
て
、
臨

床
現
場
に
お
け
る
関
係
性
の
倫
理
（
ケ
ア
の
倫
理
）
を
取
り
扱
っ

て
い
る
。
第
五
版
は
、
第
四
版
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
た
代
表
的

な
倫
理
理
論
（
一
）
功
利
主
義
、（
二
）
カ
ン
ト
主
義
、（
三
）
自

由
主
義
的
個
人
主
義
、（
四
）
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
理
論
、（
五
）
ケ
ア
の
倫
理
、

を
取
り
上
げ
、
臨
床
現
場
に
お
け
る
行
為
に
も
言
及
し
て
い
る
。

二

功
利
主
義

結
果
に
基
盤
を
お
い
た
理
論
（
１

功
利

の
概
念
、
２

危
険
性
と
誠
実
性
の
事
例
、
３

行
為
功
利
主
義

と
規
則
功
利
主
義
、
４

派
生
的
な
付
随
的
規
則
を
も
つ
絶
対
原

理
、
５

功
利
主
義
の
批
判
的
評
価
６

功
利
主
義
に
対
す
る
建

設
的
評
価
）
に
つ
い
て
、
解
説
し
て
い
る
。

三

カ
ン
ト
主
義
（
１

定
言
規
則
か
ら
の
責
務
、
２

自
律

と
他
律
、
３

現
代
の
カ
ン
ト
倫
理
学
、
４

カ
ン
ト
主
義
の
批

判
的
評
価
、
５

カ
ン
ト
主
義
の
建
設
的
評
価
）

四

自
由
主
義
的
個
人
主
義

権
利
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
理

論
（
１

自
由
主
義
的
個
人
主
義
の
本
質
、
２

権
利
の
本
質
と

地
位
、
３

絶
対
的
権
利
と
暫
定
的
権
利
、
４

積
極
的
権
利
と

消
極
的
権
利
、
５

権
利
と
義
務
の
相
関
性
、
６

権
利
の
放
棄

と
免
除
、
７

権
利
の
首
位
性
、
８

自
由
主
義
的
個
人
主
義
の

批
判
的
評
価
、
９

自
由
主
義
的
個
人
主
義
の
建
設
的
評
価
）

五

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
礎
付

け
ら
れ
た
理
論
（
１

自
由
主
義
の
拒
否
、
２

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ

ア
ン
の
戦
闘
的
形
態
と
穏
健
的
形
態
、
３

社
会
的
実
践
の
優
先

性
、
４

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
倫
理
の
批
判
的
評
価
、
５

コ
ミ

ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
建
設
的
評
価
）

六

ケ
ア
の
倫
理
（
１

異
な
る
声
の
二
人
の
論
者
、
２

伝

統
的
自
由
主
義
理
論
の
批
判
、
３

関
係
と
感
情
、
４

ケ
ア
の

倫
理
の
批
判
的
評
価
、
５

ケ
ア
倫
理
の
建
設
的
評
価
）

七

理
論
全
体
の
収
斂

八

結
論
に
お
い
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
考
え
る

現
代
の
生
命
医
学
倫
理
は
、
相
当
複
雑
な
理
論
的
衝
突
を
考
察
し

て
お
り
、
第
八
章
で
探
求
し
た
多
様
な
理
論
は
、
な
ぜ
そ
う
な
の

か
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
倫
理
間
で
競
争

が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
論
が
い
か
に
し
て
生
命
医
学
の

実
践
と
関
係
す
る
の
か
に
関
わ
る
競
合
概
念
が
存
在
す
る
。
道
徳

生
活
の
あ
る
部
分
を
説
明
す
る
の
に
、
あ
る
理
論
は
弱
い
が
他
の



理
解
は
強
い
と
い
う
事
が
あ
る
よ
う
に
、
ど
の
一
般
理
論
で
も
、

あ
る
点
に
お
い
て
、
熟
慮
し
た
道
徳
的
確
信
と
衝
突
す
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
理
論
は
ま
た
、
容
易
に
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

確
信
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
理
論
に
勝
る
一

つ
の
理
論
を
選
択
す
る
必
要
は
な
く
、
別
々
の
理
論
の
中
の
許
容

可
能
な
特
徴
に
焦
点
を
当
て
る
事
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

倫
理
学
に
お
け
る
ａ

規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ｂ

非
規
範
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
視
点
、
さ
ら
に
、
ａ

規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ：

応

用
（
規
範
）
倫
理
学
・
基
礎
的
規
範
理
論
の
視
点
、
ｂ

非
規
範

的
ア
プ
ロ
ー
チ：

メ
タ
倫
理
学
、
記
述
倫
理
学
の
視
点
と
い
っ
た

倫
理
学
の
基
本
的
概
念
整
理
と
共
に
、
そ
の
多
様
な
理
論
と
臨
床

現
場
に
み
ら
れ
る
現
象
の
解
釈
、
理
解
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、

と
い
っ
た
複
雑
な
理
論
的
衝
突
の
考
察
が
重
要
と
な
る
。

第
九
章

方
法
お
よ
び
道
徳
的
正
当
化
（M

E
T
H
O
D
 
A
N
D

 
M
O
R
A
L JU

S
T
IF
IC
A
T
IO
N

）」

実
践
倫
理
学
に
含
ま
れ
る
方
法
に
対
し
、
詳
細
な
注
意
を
払

う
。一

倫
理
に
お
け
る
正
当
化

倫
理
学
理
論
や
現
代
の
生
命
医
学
倫
理
に
お
い
て
、
い
く
つ
も

の
正
当
化
モ
デ
ル
が
機
能
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
特
に
影
響

力
の
強
い
三
つ
の
モ
デ
ル
を
評
価
す
る
。
第
一
の
モ
デ
ル
は
、
一

般
的
規
範
と
倫
理
学
理
論
を
強
調
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
視
点
か

ら
、
正
当
化
と
方
法
に
ア
プ
ロ
ー
チ
。
第
二
の
モ
デ
ル
は
、
道
徳

的
伝
統
、
経
験
、
特
定
状
況
を
強
調
す
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
視
点

か
ら
、
正
当
化
と
方
法
に
ア
プ
ロ
ー
チ
。
第
三
の
モ
デ
ル
は
、
ト

ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
方
法
、
あ
る
い
は
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
方
法
の
い

ず
れ
か
一
方
に
、
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
ビ
ー
チ

ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
こ
の
第
三
の
モ
デ
ル
を
弁
護
す
る
。

二

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
モ
デ
ル

理
論
と
応
用
（
１

モ
デ
ル

に
お
け
る
問
題
、
２

公
平

規
則
理
論
、
３

公
平

規

則
理
論
の
限
界
）。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
モ
デ
ル
は
、
判
決
を
含
む
規

範
的
指
針
の
構
造
を
通
し
て
、
正
当
化
さ
れ
た
道
徳
的
判
断
に
到

達
す
る
と
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
数
字
の
よ
う
な
学
問
分
野
か
ら

影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
主
張
は
で
き
る
一
群
の

前
提
か
ら
論
理
的
（
演
繹
的
）
に
導
か
れ
る
。

三

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
モ
デ
ル

事
例
と
帰
納
的
一
般
化

（
１

決
議
論

事
例
に
基
づ
く
推
論
、
２

決
議
論
の
限
界
）

で
あ
る
。

四

統
合
さ
れ
た
モ
デ
ル

整
合
説

五

共
通
道
徳
理
論
（
１

共
通
道
徳
理
論
の
二
つ
の
例
、

２

共
通
道
徳
理
論
の
第
一
の
特
徴
、
３

な
ぜ
共
通
道
徳
が
中

心
な
の
か
、
４

原
理
の
暫
定
的
性
質
、
５

共
通
道
徳
理
論
の

問
題
）

六

結
論

「
理
論
」、「
原
理
」、
あ
る
い
は
、「
規
則
」
よ
り
も
「
特
定
の

事
例
に
対
す
る
反
応
」
や
、「
道
徳
的
な
人
達
の
特
徴
的
な
反
応
」
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を
よ
り
信
頼
す
る
事
が
あ
る
。
ま
た
、
共
通
道
徳
に
お
い
て
理
論

よ
り
も
、
原
理
を
信
頼
す
る
理
由
が
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
の
モ
デ
ル
で
は
、
道
徳
的
推
論
の
ど
の
レ
ベ
ル
、
あ
る
い

は
、
ど
の
型
｜
包
括
的
な
理
論
、
原
理
、
規
則
、
あ
る
い
は
、
事

例
判
断
も
、
他
の
レ
ベ
ル
の
基
礎
と
し
て
の
優
先
性
を
も
た
な

い
。
あ
る
い
は
、
提
供
し
な
い
。
道
徳
的
正
当
化
は
、
あ
ら
ゆ
る

「
レ
ベ
ル
」
で
起
こ
る
規
範
の
拡
張
的
首
尾
一
貫
主
義
者
の
枠
組

み
に
由
来
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
は
、
制
度
、
個
人
、
文
化
か
ら

生
じ
得
る
が
、
修
正
と
無
縁
な
規
範
は
存
在
し
な
い
と
説
明
す

る
。毎

日
の
道
徳
的
推
論
に
お
い
て
は
、
原
理
、
規
則
、
権
利
、

徳
、
情
熱
、
類
比
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
語
り
、
喩
え
話
へ
の
訴
え
が

何
の
苦
も
な
く
調
合
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
は
、『
生
命
医
学
倫
理
（P
rin
cip
les

 
o
f
 
B
io
m
ed
ica
l

 
E
th
ics

）』
で
も
同
じ
事
が
で
き
る
と
考
え
る
。
道
徳
生
活
の
鍵

要
素
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
道
徳
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ど
れ
か
一
つ
に

優
先
性
を
与
え
る
事
は
、
自
分
自
身
の
道
徳
生
活
に
お
い
て
最
も

中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
模
様
変
え
を
し
た
い
と
望
ん
で
い
る

倫
理
学
の
著
述
家
た
ち
が
行
っ
て
い
る
怪
し
げ
な
計
画
で
あ
る
と

考
え
る
。
よ
り
一
般
的
な
も
の
（
原
理
、
規
則
、
理
論
な
ど
）

と
、
よ
り
特
定
的
な
も
の
（
事
例
判
断
、
感
情
、
知
覚
、
実
践
、

喩
え
話
）
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
道
徳
的
思
考
に
お

い
て
は
、
統
合
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

内
容
上
の
特
徴
は
、
第
三
版
、
第
四
版
、
第
五
版
に
お
い
て

も
、
共
通
道
徳
（co

m
m
o
n m

o
ra
lity

）、
特
定
化
（sp

ecifica
-

tio
n

）
、
首

尾

一

貫

性
（c

o
h
e
re
n
c
e

）
、
道

徳

的

正

当

化

（m
o
ra
l ju

stifica
tio
n

）
の
概
念
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る

事
に
あ
る
。
ま
た
、
第
九
章
「
方
法
お
よ
び
道
徳
的
正
当
化
」

は
、
理
論
と
実
践
の
統
合
と
も
言
え
る
章
で
あ
る
。

第
九
章
に
お
け
る
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
主
張
は
、
各

章
に
お
け
る
基
本
原
理
の
重
要
性
と
共
に
、「
原
理
、
規
則
、
理

論
な
ど
」
と
特
定
的
な
「
事
例
判
断
、
感
情
、
知
覚
、
実
践
、
喩

え
話
」
を
統
合
的
に
結
び
つ
け
る
事
の
重
要
性
と
〞
医
療
倫
理

（B
io
eth

ics
&
M
ed
ica
l E
th
ics

）〝
と
い
っ
た
学
問
の
性
質
、
す

な
わ
ち
〞
学
際
性
〝
の
真
意
を
推
し
量
り
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
巻
末
に
お
け
る
10
事
例
は
、
ど
の
事
例
も
複
雑
で
難
解

な
倫
理
的
課
題
を
内
包
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
基
本
的
な
諸
原

理
の
整
理
・
確
認
、
事
例
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
と
そ
の
倫

理
的
判
断
基
準
と
判
断
根
拠
か
ら
、
各
事
例
に
対
す
る
私
論
を
持

つ
事
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
様
々
な
ス
タ
ン
ス
を
持
つ
学
者
・
研

究
者
と
の
討
議
は
、
現
在
、
臨
床
現
場
に
お
い
て
抱
え
て
い
る
難

解
な
倫
理
的
課
題
、
あ
る
い
は
近
未
来
に
起
こ
る
だ
ろ
う
臨
床
現

場
に
潜
む
新
た
な
倫
理
問
題
へ
の
対
応
に
お
い
て
も
、
極
め
て
明

解
な
「
表
決
」
と
そ
の
倫
理
的
判
断
根
拠
と
な
る
「
理
由
付
け
」

を
導
く
訓
練
と
な
る
だ
ろ
う
。



C
A
S
E IN

 
M
E
D
IC
A
L E

T
H
IC
S

事
例
１

タ
ラ
ソ
フ
殺
人
事
件

事
例
２

前
立
腺
ガ
ン
の
非
開
示

事
例
３

息
子
か
ら
の
非
開
示
要
請

事
例
４

腎
臓
提
供
の
可
能
性
を
抱
え
た
家
族

事
例
５

ア
ー
ル
・
ス
プ
リ
ン
グ
の
事
例

事
例
６

ヘ
ル
ガ
・
ワ
ン
グ
リ
ー
の
事
例

事
例
７

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
セ
イ
カ
ウ
ィ
ッ
ツ
の
事
例

事
例
８

ポ
ー
ル
・
ブ
ロ
ウ
フ
ィ
の
事
例

事
例
９

ウ
ィ
ロ
ー
ブ
ル
ッ
ク
で
の
肝
炎
研
究

事
例
10

ベ
イ
ビ
ー
Ｍ
の
事
例

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、B

io
eth

ics

を
「
四
つ
の
基
本
的
原
理

群
」
な
ど
で
論
じ
る
事
は
、
あ
ま
り
な
く
、
時
代
感
覚
を
端
的
に

表
明
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」
や

“R
esp

ect fo
r P

erso
n
”

を
主

に
論
じ
る
。

近
年
、
個
人
の
権
利
よ
り
も
人
間
の
尊
厳
に
基
づ
く
平
等
が
重

視
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の

「
四
原
理
群
」
に
よ
るB

io
eth

ics

批
判
を
耳
に
す
る
事
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
倫
理
原
理
群

は
、「
四
原
理
」
の
み
を
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ビ
ー
チ

ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
毎
日
の
道
徳
的
推
論
に
お
い
て
、
原

理
、
規
則
、
権
利
、
徳
、
情
熱
、
類
比
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
語
り
、

喩
え
話
へ
の
訴
え
が
、
何
の
苦
も
な
く
調
合
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、『
生
命
医
学
倫
理
（P

rin
cip
les o

f B
io
m
ed
ica
l E
th
ics

）』

で
も
同
じ
事
が
で
き
る
事
を
信
念
と
す
る
中
で
、
複
雑
な

B
io
eth

ics
問
題
を
解
く
〞
鍵
〝
の
一
つ
と
し
て
「
四
つ
の
原
理

群
」
を
紹
介
し
て
い
る
事
を
社
会
のB

io
eth

ics

批
判
に
対
す
る

（
注
）
二
〇
一
〇
年
六
月
七
日
〜
一
一
日
｜T

h
e
 
K
en
n
ed
y
 
In
stitu

te,

In
ten

siv
e
 
B
io
eth

ics
 
C
o
u
rse
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に
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o
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S
ix
th
 
E
d
itio

n

）,O
x
fo
rd
 
U
n
iv
ersity

 
P
ress

 
2009”

に
書
か
れ
たT

o
m
 
L
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ea
u
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a
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p
&
Ja
m
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.
C
h
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ress

メ

ッ
セ
ー
ジ
。
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誤
解
と
し
て
追
記
し
て
お
き
た
い
。

本
書
は
、
一
九
九
七
年
、
第
三
版
の
監
訳
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ

た
監
訳
者
を
中
心
に
、
新
た
な
メ
ン
バ
ー
を
加
え
、
丁
寧
な
表
現

の
工
夫
・
配
慮
が
あ
る
。
医
療
倫
理
領
域
に
お
け
る
初
学
者
の
教

育
に
お
け
る
教
材
活
用
の
み
な
ら
ず
、
各
病
院
施
設
、
大
学
病
院

倫
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
等
、
あ
る
い
は
、
医
療
専
門
家
の
事
例

検
討
会
等
に
お
い
て
も
、
一
読
す
べ
き
価
値
が
あ
る
。

『
生
命
医
学
倫
理
（P

rin
cip
les o

f B
io
m
ed
ica
l E

th
ics

）』

は
、
日
本
に
お
け
る
医
療
倫
理
の
教
育
・
研
究
の
発
展
に
資
す
る

書
籍
で
あ
る
。


